
令和７年 第４回  ふじみ野市農業委員会総会議事録 

 

招 集 日 時 令和７年４月２５日 開会場所 
ふじみ野市役所本庁舎５階 

Ａ大会議室 

開会の日時 

及び宣告者 

開 会 

閉 会 

令和７年４月２５日 午後３時００分  議長 

令和７年４月２５日 午後３時２５分  議長 

議 長 久保田 清  

№ 氏   名 出欠 № 氏   名 出欠 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

 

原 田   一 

堀 井  和 幸 

井 上  一 浩 

内 田  晃 生 

谷 田  峰 男 

新 井  正 一 

岸    勇 

志 摩  勇 

嶋 田  宏 

出 

出 

出 

出 

出 

出 

出 

出 

出 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

 

 

島 田  智 之 

横 山  明 仁 

有 山  茂 幸 

近 藤  広 巳 

久保田   清 

柳 川  嗣 於（最） 

 内 田  輝 美（最） 

 塩 野  弘 明（最） 

出 

出 

出 

出 

出 

出 

出 

出 

出 席 者 数  農 業 委  員     定 数 １４名 出 席 者 １４名 

農地利用最適化推進委員 定 数    ３名 出 席 者  ３名 

議 事 参 与（説明者） 書   記 

     葛籠貫 智 洋 

島 村 雄 大 

菅 井 健 吾 

関 口 正 幸 

 

 



 

 

 その他重要と 

 認める事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上記会議の結果を記載し、その相違なきを証するためここに 

 署名します。 

 

 

 

 

              令和７年４月２５日 

 

 

    議  長                  印 

 

    署名委員                  印 

 

    署名委員                  印 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ふじみ野市農業委員会会長は、令和７年４月２５日、午後

２時４５分、ふじみ野市役所第本庁舎５階Ａ大会議室に農業

委員会を招集した。 

日程第１ 

 

議  長 

 

 議長は午後３時００分、委員の過半数が出席したので、開

会を宣言した。 

日程第２ 議  長 議事録署名委員に１番・２番委員を指名する。 

日程第３ 

 

 

 

 

日程第４ 

 

 

 

 

 

 

日程第５ 

 

 

 

 

 

 

日程第６ 

 

議  長 

 

 

事 務 局 

議  長 

議  長 

 

議  長 

義 務 局 

議  長 

全 委 員 

議  長 

議  長 

事 務 局 

議  長 

事 務 局 

議  長 

全 委 員 

議  長 

議  長 

 

日程第３、報告第７号、ふじみ野市農業委員会職員の任免に

ついて報告します。 

事務局に報告書の朗読を求めます。 

報告書朗読。 

報告案件ですので、報告第７号について終了します。 

日程第４、報告第８号、農地法第４条第 1項第７号による農

地転用届に関する件、１件を報告します。 

事務局に報告書の朗読を求めます。 

報告書朗読及び説明。 

質疑はありますか。 

なし。 

報告案件ですので、報告第８号について終了します。 

日程第５、報告第９号、農地法第５条第 1項第６号による農

地転用届に関する件、４件を報告します。 

事務局に報告書の朗読を求めます。 

報告書朗読。 

質疑はありますか。 

なし。 

報告案件ですので、報告第９号について終了します。 

日程第６、議案第１０号、生産緑地取得の斡旋について、１

件を議題とします。 



 

 

 

 

 

 

 

議  長 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

全 委 員 

議  長 

議  長 

 

案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

生産緑地とは、市街化区域の農地で、公害の防止や良好な都

市環境の形成等を目的として、都市計画によって保全される農

地のことです。 

買取り申出者である主たる従事者が死亡したため、市に対し

て、本対象地の買取り申出がありましたが、市が買取りを希望

しなかったため、生産緑地法第１３条の規定に基づき市から農

業委員会へ斡旋の依頼がありました。 

今後期日までに買取希望がない場合は生産緑地の行為制限

の解除となります。各担当の地区の農業者の方に周知をしてい

ただき買取希望者がおりましたら、５月９日までご連絡をお願

いします。 

質疑はありますか。 

なし。 

議案第１０号について終了します。 

本日の報告並びに議案全てについて、慎重審議していただき

ましてありがとうございました。これをもちまして、令和７年  

第４回ふじみ野市農業委員会総会を閉会とさせていただきま

す。 

（終了 午後３時２５分） 

 


